
    令和３年４月１日 

吸収合併に係る事後開示書面 

    

東京都中央区京橋二丁目１６番 1号  

清水建設株式会社  

代表取締役 井上 和幸  

 

 当社と北清土地株式会社及び株式会社肥後橋シミズビルは，令和３年４月１

日を効力発生日として，当社を存続会社，北清土地株式会社及び株式会社肥後橋

シミズビルを消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行いま

した。本合併について法令の定めに従い本書面を当社本店に備置いたします。 

 

１ 本合併が効力を生じた日 

令和３年４月１日 

２ 消滅会社における法定手続の経過 

⑴ 吸収合併をやめることの請求 

北清土地株式会社及び株式会社肥後橋シミズビルは，当社の完全子会社 

であったため，会社法第７８４条の２の規定による手続は行っておりません。 

⑵ 反対株主の株式買取請求 

北清土地株式会社及び株式会社肥後橋シミズビルは，当社の完全子会社 

であったため，会社法第７８５条の規定による手続は行っておりません。 

⑶ 新株予約権買取請求 

北清土地株式会社及び株式会社肥後橋シミズビルは，新株予約権を発行 

しておりませんので，該当事項はありません。 

⑷ 債権者の異議 

北清土地株式会社及び株式会社肥後橋シミズビルは，会社法第７８９条 

第２項の規定に基づき，令和３年２月１５日付にて，官報および債権者に対

する各別の催告により，債権者に対し公告を行いましたが，同条第１項の規

定に従い異議を述べた債権者はいませんでした。 

３ 存続会社における法定手続の経過 

⑴ 吸収合併をやめることの請求 

本合併は，会社法第７９６条第２項の規定に基づく簡易合併であるため，

該当事項はありません。 

⑵ 反対株主の株式買取請求 

本合併は，会社法第７９６条第２項の規定に基づく簡易合併であるため，

該当事項はありません。 



⑶ 債権者の異議 

当社は，会社法第７９９条第２項および第３項の規定に基づき，令和３年

２月１５日付にて，官報および電子公告により，債権者に対し公告を行いま

したが，同条第１項の規定に従い異議を述べた債権者はいませんでした。 

４ 承継した重要な権利義務に関する事項 

当社は，本合併の効力発生日である令和３年４月１日をもって，北清土地株

式会社及び株式会社肥後橋シミズビルからその資産，負債及び権利義務の一切

を承継いたしました。 

５ 消滅会社の事前開示書面 

北清土地株式会社及び株式会社肥後橋シミズビルの事前開示書面は，別添の

とおりです。 

６ 変更登記日 

本合併による変更登記は，令和３年４月１日に申請する予定です。 

７ 本合併に関する重要な事項 

該当する事項はありません。 

以 上 






















































































































































































